
京都大学教育研究振興財団  
平成２２年度助成事業募集要項  
 

概     要  
 
１. 応 募 資 格 
 
   個人助成については、別表１に該当する京都大学職員、別表２のいずれかに該当する京都大学大学院学生 
  及び別表３に該当する京都大学所属研究者を対象とします。助成の種類によって応募資格は異なりますので、 
助成種類別の募集詳細でご確認下さい。 
 大学全体計画事業助成については、申請者は京都大学総長とします。 

 

２. 助 成  の 規 模 と 種 類 
 

（１）助成予定額  総額１ 億 円 
Ａ. 個 人 助 成         助成総額７,０００万円程度 
Ｂ. 大学全体計画事業助成  助成総額３,０００万円程度 

 

 （２）助成の種類 
 

Ａ. 個 人 助 成     

 １.海外派遣・研究者招へい助成         （助 成 金 額） （採択予定）  

  ①国際研究集会派遣 若手 定額航空運賃＋滞在費５万円 ２０件程度 

  ②長期派遣（６ヶ月以上） 若手 定額航空運賃＋滞在費月額２０万円(上限１２ヶ月) １０件程度 

  ③中期派遣（２ヶ月～６ヶ月） 若手 定額航空運賃＋滞在費月額２０万円  ５件程度 

  ④短期派遣（２週間～１ヶ月）   定額航空運賃＋滞在費日額１万円(上限３０日)  ５件程度 

  ⑤短期招へい（２週間～１ヶ月）   定額航空運賃＋滞在費日額１万円(上限３０日)  ５件程度 

 ２．学術研究活動推進助成       

  ⑥シンポジウム等開催助成   １件１５０万円 １２件程度 

 ３．学術研究書刊行助成       

  ⑦学術研究書刊行助成   上限１５０万円  ６件程度 

Ｂ. 大学全体計画事業助成 
１事業あたりの助成上限額は設定しない。 

総額で３,０００万円程度 
 件数任意 

 

３. 募 集 期 間 
   

 平成２２年度助成事業の募集期間は、平成２１年１０月１５日～１１月３０日です。また、個人助成の国際 
研究集会派遣Ⅱ期については、平成２２年４月１日～５月１４日です。 

          

４. 応 募 手 続  
 

 （１）募集要項・申請様式の入手 
 
  京都大学教育研究振興財団Ｗｅｂサイト（ＵＲＬ: www.kyodai-zaidan.or.jp ）からダウンロードして下さい。 

  

（２）応募方法 
   
ダウンロードした申請様式に必要事項を記入し、正・副の２通を作成して下さい。正本は、添付書類が指定さ
れているものはそれらを添えて、京都大学教育研究振興財団に郵送あるいは持参して下さい。副本は、Word フ
ァイルで財団メールに送信して下さい。副本には添付書類、印鑑は不要です。 
個人助成においては、申請者の身分の確認と、採択された場合に事業が確実に実行されることを確認するため、
所属部局の長の承諾が必要となります。学生については、指導教員の推薦が必要となりますので、ご留意下さい。
（申請様式の中に承諾書・推薦書が含まれています。） 
 

（３）応募締切日 



 
応募締切日を厳守して下さい。申請書の正本の提出期限は、郵送の場合は平成２１年１１月３０日(月)の消印
有効、財団事務局に持参する場合は、１１月３０日(月)午後５時までといたします。また、国際研究集会派遣Ⅱ
期については、郵送の場合は平成２２年５月１４日(金)の消印有効、財団事務局へ持参する場合は５月１４日
(金)午後５時までとします。 
申請書の副本の提出については、できる限り正本の提出に合わせて、メール送信して下さい。 

 

５. 選 考 と 決 定 
   
   助成事業は、選考委員会による審議を経て、理事会で決定します。選考結果は、理事会終了後速やかに、文書
にて申請各位に通知いたします。 決定の時期は平成２２年２月下旬を、国際研究集会派遣Ⅱ期については平成
２２年６月下旬を予定しています。 

        選考は、提出された申請書類により行いますが、必要により追加資料の提出を求めたり、問い合わせを行うこ
とがあります。大学全体計画事業助成については、選考委員会にご臨席いただき、説明をお願いすることがあり
ます。 

   個人助成においては、過去５年度(平成１７年度から平成２１年度)に当財団の助成を受けていない者を優先し
て選考します。また、同一申請者の異なる助成区分での複数採択は行いませんのでご了承下さい。  

  

６. 助 成 金 の 交 付 
   

助成決定各位には、助成金決定通知書交付式で目録をお渡しし、所定の時期に、指定の銀行口座へ助成金をお
振込みいたします。財団の資金運用状況により前後することもありますが、個人助成においては事業開始の１ヶ
月前までに、大学全体計画事業助成においては年度当初に、お振込みをさせていただきます。振込み時には、メ
ールでお知らせします。 
ただし、外国人研究者招へい助成については、外国人研究者の来日後、現金により助成金を交付します。 
助成金決定通知書交付式の開催や助成金交付に必要な事務手続きについては、別途ご案内します。 

 

７. 助 成 金 の 交 付 取 消 及 び 返 還 
   

助成金の交付が決定していても、申請内容に大幅な変更が生じたり、虚偽の申請や報告をした場合、また必要
書類が提出されなかった場合には、助成金の交付を取り消したり、交付した助成金の返還を求めることがありま
す。 

 

８. 成 果 報 告 
   

助成金の交付を受けて行った事業が終了した後、１ヶ月以内に事業成果及び助成金の使途について、指定され
た様式により報告書を提出していただきます。 
会計報告に返納すべき助成金がある場合、報告された渡航期間・招へい期間が所定の日数を満たしていない場
合は、当財団から返納通知を発送し、指定期間内に指定した口座に返納額をお振込みいただきます。 
報告書は、当財団の助成事業の成果としてＷｅｂサイトから一般公開します。    

 

９. そ の 他 の 事 項 
   

当財団の助成を受けて実施する事業の案内や告知、あるいは成果発表や成果刊行物の発行を行うときは、当財 
団から助成を受けていることを明記願います。（財団英文名：The Kyoto University Foundation） 

 

１０. 問 合 せ ・ 応 募 先 
   

〒６０６‐８３０５ 
京都市左京区吉田河原町１５‐９、京大会館１１７号室 
財団法人 京都大学教育研究振興財団 事務局 

   ＴＥＬ（０７５）７５１‐６８５７ 
ＦＡＸ（０７５）７５１‐２２５５ 
Ｅ-mail：info@kyodai-zaidan.or.jp 

   

 

 

 

 

            助成種類別の募集詳細  



 
A．個  人  助  成  

 
１．  海外派遣・研究者招へい助成   
 
①  国際研究集会派遣  （若手対象）                              

 
（助成の財源には、京都大学創立百周年記念事業の一環として京セラ株式会社並びに  
東レ株式会社から寄せられた寄付金が含まれている。）  

     

〈助成対象〉  海外で開催される国際的に権威のある団体・学術研究機関が主催し複数の国（我が国を含めて３か
国以上）の研究者が参加する国際研究集会や国際シンポジウム等において、特定の主題等について
学術的発表または討論を行うために、京都大学が派遣するもので、平成２２年４月１日から平成２
３年３月３１日までの間に出発するもの。国際研究集会開催確定の時期を考慮して、Ⅰ期とⅡ期の
２回に分けて募集する。 

 
〈応募資格〉  別表１に該当する京都大学職員、別表２のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表３に該当 

する京都大学所属研究者で、平成２２年４月１日現在、満４０歳未満の者。派遣期間中、同身分を有 
すること。 

 
〈採択予定〉 Ⅰ期、Ⅱ期合わせて２０件程度。 
 
〈助成金額〉 別表４の地域別定額航空運賃と滞在費５万円の合計額。 
 
〈助成金使途〉助成金は、申請した国際研究集会派遣に要する旅費及び参加登録料として使用することができる。

不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。  
 
〈提出書類〉 財団指定の『国際研究集会派遣助成申請書』及び発表や討論を行うことが確認できる招へい状、プ

ログラム等（要和訳）。申請時に提出することができない場合は、その旨申し出ること。 
 
〈そ の 他〉   類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。 
       申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦

が得られないものは応募できない。 

         

 
②  長期派遣  （若手対象）                                                   
  
〈助成対象〉 若手の研究者等が、専門分野について海外で６ヶ月以上の期間で調査研究、実地踏査、知識・技術

の習得を行うために、京都大学が派遣するもので、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日
までの間に出発するもの。 

 
〈応募資格〉  別表１に該当する京都大学職員、別表２のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表３に該当 

する京都大学所属研究者で、平成２２年４月１日現在、満４０歳未満の者。派遣期間中、同身分を有 
すること。 
  

〈採択予定〉  １０件程度 
 
〈助成金額〉    別表４の地域別定額航空運賃と滞在費月額２０万円の合計額。滞在費積算の上限は１２ヶ月とす

る。１５日以下の日数は月額積算の対象としない。 
 
〈助成金使途〉 助成金は、申請した長期派遣に要する旅費として使用することができる。 

不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。  
 
〈提出書類〉    財団指定の『長期派遣助成申請書』 
 
〈そ の 他〉   類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。 
      申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦 

が得られないものは応募できない。 

③  中期派遣  （若手対象）                                 



 
〈助成対象〉  若手の研究者等が、専門分野について海外で２ヶ月～６ヶ月の期間で調査研究、実地踏査、知識・

技術の習得を行うために、京都大学が派遣するもので、平成２２年４月１日から平成２３年３月 
３１日までの間に出発するもの。     

 
〈応募資格〉   別表１に該当する京都大学職員、別表２のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表３に該当 

する京都大学所属研究者で、平成２２年４月１日現在、満４０歳未満の者。派遣期間中、同身分を有 
すること。 

 
〈採択予定〉 ５件程度     
     
〈助成金額〉   別表４の地域別定額航空運賃と滞在費月額２０万円の合計額。１５日以下の日数は月額積算の対象 

としない。 
 
〈助成金使途〉 助成金は、申請した中期派遣に要する旅費として使用することができる。 

不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。  
  

〈提出書類〉 財団指定の『中期派遣助成申請書』 
 
〈そ の 他〉   類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。 

申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦 
が得られないものは応募できない。 

 

 

④  短期派遣                                                            
 
〈助成対象〉 研究者等が、専門分野について海外で２週間～１ヶ月の期間で調査研究、実地踏査、知識・技術の

習得を行うために、京都大学が派遣するもので、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日ま
での間に出発するもの。 

 
〈応募資格〉   別表１に該当する京都大学職員、別表２のいずれかに該当する京都大学大学院学生及び別表３に該
当 

する京都大学所属研究者。派遣期間中、同身分を有すること。 
 

〈採択予定〉  ５件程度 
 
〈助成金額〉  別表４の地域別定額航空運賃と滞在費日額１万円の合計額。滞在費積算の日数は出国から帰国まで

とし、滞在費積算の上限は３０日とする。 
               
〈助成金使途〉助成金は、申請した短期派遣に要する旅費として使用できる。 
       不足額を他の経費から支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。   

  
〈提出書類〉 財団指定の『短期派遣助成申請書』 
 
〈そ の 他〉   類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。 

申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないもの、学生にあっては指導教員の推薦 
が得られないものは応募できない。 

 

 
⑤  短期招へい                                                            
 
〈助成対象〉 京都大学において調査研究を行うために外国人研究者を、２週間～１ヶ月の期間で京都大学が招へ

い外国人学者・外国人共同研究者として受入れ、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで
の間に招へいが開始されるもの。外国人研究者は、日本国籍を有する場合でも、外国に概ね１０年以
上在住しているものを含む。招へい期間中、京都大学招へい外国人学者・外国人共同研究者としての
身分を有すること。 

         
〈応募資格〉 外国人研究者を招へいする別表１に該当する京都大学職員。 
 
〈採択予定〉 ５件程度 



 
〈助成金額〉 別表４の地域別定額航空運賃と滞在費日額１万円の合計額。滞在費積算の日数は来日から離日まで

とし、上限を３０日とする。 
 
〈助成金使途〉助成金は、申請した短期招へいに要する旅費として使用することができる。 

不足分を他経費で支出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 
 
〈提出書類〉 財団指定の『短期招へい助成申請書』 
 
〈そ の 他〉   類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。 

申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないものは応募できない。 

 

 
２．  学術研究活動推進助成   
     
⑥  シンポジウム等開催助成                                                            
 
〈助成対象〉 京都大学における学術研究活動の推進に資する学術研究集会やシンポジウムで、平成２２年４月１

日から平成２３年３月３１日までの間に開催するもの。開催趣旨並びに研究主題や組織・運営が明
確であり、別表１に該当する京都大学職員が代表者となるもの。飲食費を除いた事業全体に要する
経費が２００万円以上のものを対象とする。申請された事業全体に要する経費の積算内容が、一般
常識や社会通念上、理解し得る範囲であること。 

        
〈応募資格〉 代表者となる別表１に該当する京都大学職員。開催時に同身分を有すること。 
 
〈採択予定〉 １２件程度 
 
〈助成金額〉 １件一律１５０万円。 
 
〈助成金使途〉 助成金は、申請した学術研究集会やシンポジウムの開催に要する経費として使用することができ

るが、飲食費への使用はできない。他経費と合わせて使用することは可とする。 
成果報告時には助成金の使途内訳が明記されること。 

        
〈提出書類〉 財団指定の『シンポジウム等開催助成申請書』及び学術研究集会・シンポジウムの概要（サーキュ

ラー等）。 
 
〈そ の 他〉   他機関助成等との併給ができる。積算内容は、常識的範囲で査定する。 

申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないものは応募できない。 

 

  
３．  学術研究書刊行助成   
      
⑦  学術研究書刊行助成                                                  
 
〈助成対象〉 別表１に該当する京都大学職員による学術研究書や論文集の刊行で、平成２２年４月１日から平

成２３年３月３１日までの間に刊行するもの。単著・共著・編著は問わないが、刊行書奥付の著者・
編著者欄に申請者である京都大学職員の名前が記載されること。 

               
〈応募資格〉   別表１に該当する京都大学職員。刊行時に同身分を有すること。 
 
〈採択予定〉  ６件程度 
 
〈助成金額〉  直接出版費（組版代・製版代・刷版代・印刷代・用紙代・製本代・消費税を含む）から収入見込

（著者負担・売上見込）を差し引いた金額。１０万円未満は切捨てとし、上限を１５０万円とする。 
        
〈助成金使途〉助成金は、申請した学術研究書の直接出版費として使用することができる。 不足分を他経費で支

出し、助成金と合わせて使用することも可とする。 
 

〈提出書類〉  財団指定の『学術研究書刊行助成申請書』 



 
〈そ の 他〉    類似内容で、他機関からの経費負担や助成を重複して受けることはできない。積算内容は、常識
的 

範囲で査定する。 
申請事業の実施について、所属部局の長の承認が得られないものは応募できない。 

 
 
 
 
 
 
 

Ｂ．大学全体計画事業助成  
 
〈助成対象〉  京都大学の『中期目標・中期計画』に基づき実施する事業で、当財団の第１号事業から第５号事業

の趣旨に適い、一般常識や社会通念上、助成を受けて実施することの理解が得られるもの。（各事業
の詳細は、当財団Webサイトの財団概要参照。） 
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に実施するもので、事業の実施計画とその
遂行体制が明確かつ具体的で、所要経費を算出できるものに限る。学生への学資補助・課外活動に
対する補助は助成の対象としない。 
５年以内の複数年計画の事業申請も可とする。５年以上継続して助成を受けている事業にあっては、
継続助成の効果が期待できるもの。 

 
〈申 請 者〉 京都大学総長 
 
〈採択予定〉 件数は特に定めない。 
 
〈助成金額〉 総額３，０００万円程度。一事業あたりの助成上限額は特に設定しない。 
 
〈助成金使途〉助成金は、申請した事業に要する経費として使用することができるが、飲食費への使用はできない。 

他経費と合わせて使用することは可とする。 
成果報告時には助成金の使途内訳が明記されること。 

 
〈提出書類〉  財団指定の『大学全体計画事業助成申請書』 

継続助成の申請には、事業の実績や成果の検証を示す資料を添付のこと。 
        
〈そ の 他〉   申請書は各事業ごとに作成し、一括して提出するものとする。 

積算内容は、常識的範囲で査定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表１ 
 
 京都大学職員 
 
① 長期派遣、中期派遣、短期派遣の各助成においては、国立大学法人京都大学の組織に関する規程第１２
条第１項各号に掲げる職員(教授・准教授・講師・助教・助手・事務職員・技術職員・教務職員)。 

   
② 国際研究集会派遣、短期招へい、シンポジウム等開催、学術研究書刊行の各助成においては、国立大学
法人京都大学の組織に関する規程第１２条第１項各号に掲げる職員のうち、教授、准教授、講師、助教、
助手。 

 

  
別表２ 

  
京都大学大学院学生 

  
 平成２２年４月１日現在 
   ①区分制の博士課程後期第１年次以上の年次に在学する者 
   ②一貫制の博士課程第３年次以上の年次に在学する者 
   ③医学研究科(区分制を除く)においては、博士課程第２年次以上の年次に在学する者  
 

 
別表３ 

 
 京都大学所属研究者 
 
① 京都大学を所属研究機関（機関番号１４３０１）として、科学研究費補助金研究者名簿に登録されてい
る者で、京都大学における雇用契約等に基づく勤務時間が１週間当たり３０時間を超える者 

   

 
 
別表４ 

  
地域別定額航空運賃 

  
 Ａ区分 １件５万円 
  【東アジア】  台湾、大韓民国 
  【オセアニア】 グアム(アメリカ合衆国） 
 
 Ｂ区分 １件１０万円 
  【東アジア】  朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、モンゴル  
  【東南アジア】 インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、 
          フィリピン、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、 
          マレーシア、ミャンマー、ラオス 
  【オセアニア】 ソロモン諸島、ナウル、ハワイ諸島(アメリカ合衆国） 
          パプアニューギニア、パラオ 
  【北  米】  アメリカ合衆国の西部８州（アイダホ・アリゾナ・オレゴン・カリフォルニア・ 

コロラド・ネバダ・ユタ・ワシントンの各州） 
 Ｃ区分 １件１５万円 
  【南アジア】・【中  東】  全 域 
  【アフリカ】  セーシェル、モーリシャス 
  【オセアニア】 Ａ区分・Ｂ区分に記載以外の地域 
  【北  米】  Ｂ区分に記載以外の地域 
  【中米･カリブ海諸国】・【ヨーロッパ･バルト三国】・【ロシア･ＣＩＳ諸国】  全 域 
  
 Ｄ区分 １件２０万円 
  【アフリカ】  Ｃ区分に記載以外の地域 
  【南  米】  アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、 

チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア 
 

 


